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衆
議
院
議
員
原
口
一
博
君
提
出
ス
パ
イ
ク
タ
ン
パ
ク
質
の
毒
性
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
原
口
一
博
君
提
出
ス
パ
イ
ク
タ
ン
パ
ク
質
の
毒
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
１
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
米
国
ソ
ー
ク
研
究
所
」
が
令
和
三
年
四
月
に
発
表
し
た
論
文
「
（Circulation 

Research 
Vol.128, 

No9

）
」
及
び
御
指
摘
の
令
和
五
年
に
公
表
さ
れ
た
論
文
「
ス
パ
イ
ク
タ
ン
パ
ク
質
の
毒
性
に
関
す
る
総
説
論
文
」
（
以
下

「
両
論
文
」
と
い
う
。
）
の
「
情
報
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
及
び
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機

構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
承
知
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
厚
生
労
働
大
臣
が
厚
生
科
学
審
議
会
や
薬
事
審

議
会
等
の
委
員
・
・
・
と
し
て
任
命
し
た
学
識
経
験
者
」
が
両
論
文
の
「
情
報
」
を
承
知
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
政

府
と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
。 

一
の
２
及
び
五
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
審
議
会
」
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
情
報
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
審
議
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四

十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
及
び
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
二
百
二
十
八
条
の
二
十



 

２ 

 

第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
研
究
報
告
に
係
る
報
告
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
十

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
必
要
な
「
審
議
会
」
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
適
切
に
評

価
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
と
同
様
に
、
御
指
摘
の
「
情
報
」
に
つ
い
て
も
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。 

二
及
び
四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
審
議
会
委
員
」
に
つ
い
て
は
、
厚
生
科
学
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
第
二
条
及
び

薬
事
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
厚

生
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
八
条

及
び
第
十
一
条
に
定
め
る
厚
生
科
学
審
議
会
及
び
薬
事
審
議
会
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
の
議
論
を
行
う
こ
と
を
踏
ま
え
、
公

衆
衛
生
等
に
関
す
る
知
識
や
経
験
等
を
総
合
的
に
判
断
し
て
任
命
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
「
審
議
会
」
に
お
い

て
、
両
論
文
の
よ
う
な
情
報
に
限
ら
ず
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
（
以
下
「
新
型
コ
ロ
ナ
予
防
接

種
」
と
い
う
。
）
に
使
用
す
る
ワ
ク
チ
ン
（
以
下
「
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
」
と
い
う
。
）
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
症
状
に
つ
い
て
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十

八
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
等
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
医
薬
品
医
療
機
器
等



 

３ 

 

法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
業
者
等
か
ら
同
大
臣
に
報

告
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
新
型
コ
ロ
ナ
予
防
接
種
の
開
始
以
降
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
よ
り
収
集
し
た
情
報
等
に
基
づ
き
、
継

続
的
に
評
価
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
直
近
で
は
令
和
七
年
一
月
二
十
四
日
の
厚
生
科
学
審
議
会
予
防
接
種
・
ワ
ク
チ
ン

分
科
会
副
反
応
検
討
部
会
及
び
薬
事
審
議
会
医
薬
品
等
安
全
対
策
部
会
安
全
対
策
調
査
会
に
お
い
て
、
「
副
反
応
疑
い
報
告

に
関
す
る
論
点
」
等
が
議
論
さ
れ
、
「
ワ
ク
チ
ン
の
安
全
性
に
係
る
重
大
な
懸
念
は
認
め
ら
れ
な
い
」
及
び
「
現
時
点
で
は

引
き
続
き
、
ワ
ク
チ
ン
の
安
全
性
等
に
関
す
る
国
内
外
の
情
報
を
収
集
し
つ
つ
、
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
継
続
す
る
こ
と
」
と

評
価
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
ス
パ
イ
ク
タ
ン
パ
ク
質
の
毒
性
と
の
関
係
を
否
定
で
き
る
根
拠
」
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
御
指
摘
の
「
ｍ
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
」
の
接
種
に
よ
り
発
現
さ
れ
る
ス
パ
イ
ク
タ
ン
パ
ク
質
の
身
体
へ
の
影
響
も
含
め
て

治
験
に
お
い
て
有
効
性
及
び
安
全
性
に
係
る
デ
ー
タ
を
収
集
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
の
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ

ン
で
は
、
十
六
歳
以
上
の
四
万
三
千
四
百
四
十
八
例
を
対
象
と
す
る
治
験
等
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
当
該
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ

ン
に
係
る
機
構
の
特
例
承
認
に
係
る
報
告
書
に
お
い
て
、
「
本
剤
を
筋
肉
内
投
与
し
た
場
合
、
本
剤
は
主
に
投
与
部
位
に
分



 

４ 

 

布
し
、
一
部
は
全
身
（
主
に
肝
臓
）
へ
一
時
的
に
分
布
し
、
そ
れ
ぞ
れ
で
タ
ン
パ
ク
質
を
発
現
す
る
が
、
い
ず
れ
の
部
位
で

も
時
間
の
経
過
と
と
も
に
本
剤
及
び
発
現
し
た
タ
ン
パ
ク
質
は
消
失
す
る
と
推
察
さ
れ
た
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
当
該
報
告

書
等
を
踏
ま
え
、
令
和
三
年
二
月
十
二
日
の
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
医
薬
品
第
二
部
会
に
お
い
て
審
議
が
行
わ
れ
、
そ
の

結
果
を
踏
ま
え
て
承
認
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 

な
お
、
こ
れ
ら
の
承
認
後
に
お
い
て
も
、
「
ｍ
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
」
を
含
む
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
健
康
被
害
を

示
唆
す
る
情
報
が
あ
れ
ば
、
予
防
接
種
法
第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
等
に
基
づ
く
評
価
を
行
い
、
新
型
コ
ロ
ナ
予
防
接
種
の
安
全
性
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。 


